
※解体工事として発注した場合にのみその費用を記入してください。
　既設構造物の取り壊し費用を計上するものではありません。
　（解体工事でない場合は「なし」としてください）

土木工事における解体工事とは、道路や河川等の土木施設の機能をなくしてしまう工事のことを指します。
具体的には、解体工事として発注した工事（旧橋撤去や仮橋撤去工事等）が該当します。
工事の中に既設構造物の取り壊しが含まれていても、それによって道路や河川が無くなってしまうわけではないので、
通常の改良工事や維持工事等はすべて「新設等」として扱ってください。

（注）解体工事の場合のみ記載する。




